
 

 

 

事務事業名 旧清掃工場施設解体事業 事業コード 0264 

所属コード 053500 課等名 廃棄物対策課 係名 計画整備係 

課長名 中村 郁夫 担当者名 千葉 新 内線番号 8303 

評価分類 ■ 一般  □ 公の施設  □ 大規模公共事業  □ 補助金  □ 内部管理 

 

１ 事務事業の基本情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 概要（旧総合計画体系における位置づけ） 

総合計画 

体系（旧） 

施策の柱 環境との共生 コード ６ 

施策 生活環境の保全 コード １ 

基本事業 環境衛生の確保 コード １ 

予算費目名(H26) 一般会計 ４款２項１目 旧清掃工場跡地整備事業（007-01） 

特記事項(H26)  

事業期間 □単年度  □単年度繰返  ■期間限定複数年度 開始年度 年度 

根拠法令等(H26)  

 

(2) 事務事業の概要 

 平成１０年度３月に供用を廃止した旧三ツ割清掃工場及び旧門清掃工場の解体 

 

(3) この事務事業を開始したきっかけ（いつ頃どんな経緯で開始されたのか） 

 ① 平成１０年４月１日に盛岡市クリーンセンターを供用開始したことに伴い，三ツ割及び門

清掃工場ごみ焼却施設が廃止され，平成１３年度に国（環境省）から財産処分（取壊し）が

承認された。また，門事業所し尿処理施設は平成１１年３月に廃止した。 

 ② 平成１３年４月に国（厚生労働省）は「ダイオキシン類暴露防止対策要綱」を策定し，こ

れにより廃棄物の焼却施設の解体作業における事業者が講ずるべき内容が示された。 

 

(4) 事務事業を取り巻く現在の状況はどうか。(3)からどう変化したか。 

 ① 平成１４年度に市が行った旧清掃工場解体計画書の作成業務において，ダイオキシン類対

策を行う解体には多額の経費を要することが判明した。盛岡市，全国市長会、全国都市清掃

会議その他団体から，解体に対する補助制度の創設等の財源措置について国（環境省）に要

望し，その結果，平成１６年度に解体撤去費に対する補助制度が創設された。 

 ② 補助対象事業は，解体後の跡地に５年以内に新たな廃棄物処理施設の整備が条件となって

いることから，跡地利用計画がないものについても対象事業になるように，制度の拡充につ

いてさらに要望を行っている。 

 ③ 平成１６年度限りで国庫補助制度が廃止となり，新たに「循環型社会形成推進交付金」が

創設された。ごみ焼却施設の解体に係る費用については，解体後５年以内に跡地に循環型社

会推進関連施設を整備する場合に限り，交付の対象となった。なお，交付金の交付割合は３

分の１となっている。  

 ④ 平成２０年度地域活性化・生活対策臨時交付金及び平成２１年度地域活性化・経済危機対

（平成 26年度実施事業） 



 

策臨時交付金により，旧三ツ割清掃工場及び旧門清掃工場の煙突部分を解体撤去した。 

 

２ 事務事業の実施状況（Do）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 対象（誰が，何が対象か） 

 ① 旧門清掃工場（ごみ焼却施設，し尿処理施設） 

 ② 旧三ツ割清掃工場（ごみ焼却施設） 

 

(2) 対象指標（対象の大きさを示す指標） 

 

(3) 26年度に実施した主な活動・手順 

 解体だけでなく廃棄物処理施設の再整備等を含めたものを「盛岡地域廃棄物処理施設整備事業」

として新たに事務事業事前評価を行った。しかしながら，財源について起債の活用も視野に入れ

た事業内容の再精査と，地域住民の合意形成を図りながら全庁的な意思決定を図ることを求めら

れ，事業実施は「見送り」とされた。 

 

(4) 活動指標（事務事業の活動量を示す指標） 

 

(5) 意図（対象をどのように変えるのか） 

国の「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(以下「ダイオキシ

ン類ばく露防止対策要綱」という。)に基づき，解体作業員の健康障害の防止及び周辺環境へのば

く露防止の対策を施した上で，ごみ焼却施設の解体撤去を行う。 

 

(6) 成果指標（意図の達成度を示す指標） 

指標項目 単位 
23 年度 

実績 

24 年度 

実績 

25 年度 

実績 

26 年度 

見込み 

26 年度 

実績 

A 施設の敷地面積 ㎡ 26,023 26,023 26,023 26,023 26,023 

B 延床面積 ㎡ 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 

C 施設規模（焼却能力・し尿処理能力） ｔ/日 

Kl/日 

330 

187 

330 

187 

330 

187 

330 

187 

330 

187 

指標項目 単位 
23 年度 

実績 

24 年度 

実績 

25 年度 

実績 

26 年度 

目標値 

26 年度 

実績 

A 解体済面積 ㎡ 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 

B 施設解体に係る現場確認，打合せの実施日数 日 0 0  5 5 5 

C ダイオキシン類測定数 検体 0 0 0 0 0 

指標項目 性格 単位 
23 年度 

実績 

24 年度 

実績 

25 年度 

実績 

26 年度 

目標値 

26 年度 

実績 

A 解体工事の進捗率 ■上げる 

□下げる 

□維持 

％ 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

B 解体計画の策定率 ■上げる 

□下げる 
％ 70 70 70 70 70 



 

 

(7) 事業費 

項目 財源内訳 単位 
23 年度 

実績 

24 年度 

実績 

25 年度 

実績 

26 年度 

計画 

26 年度 

実績 

事業費 ①  千円 0 0 0 0 0 

②  千円 0 0 0 0 0 

③ 方債 千円 0 0 0 0 0 

④ 般財源 千円 0 0 0 0 0 

⑤ の他（       ） 千円 0 0 0 0 0 

A 小計 ①～⑤ 千円 0 0 0 0 0 

人件費 ⑥ べ業務時間数 時間 0 0 240 240 240 

B 職員人件費  ⑥×4,000

円 

千円 0 0 960 960 960 

計 トータルコスト A＋B 千円 0 0 0 960 960 

備考 

 

 

３ 事務事業の評価（See）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 必要性評価（評価分類が「内部管理」の事務事業は記入不要） 

① 施策体系との整合性 

 結びついている。使用停止した市の廃棄物処理施設であり，環境の保全及び生活環境の保全

のために早期の解体が必要である。 

 

② 市の関与の妥当性 

 妥当である。市の廃棄物処理施設を解体する事業であることから，市が行うべきものである。 

 

③ 対象の妥当性 

 現状で妥当である。 

 

④ 廃止・休止の影響 

 影響がある。老朽化した施設を放置することは当該地域の理解を得られず，市政全般に影響

を及ぼす。 

 

(2) 有効性評価（成果の向上余地） 

  向上余地がない。解体事業であることから，成果の向上余地は無い。 

 

 

 

□維持 

C 調査の進捗率 ■上げる 

□下げる 

□維持 

％ 60 60 60 60 60 



 

 

(3) 公平性評価（評価分類が「内部管理」の事務事業は記入不要） 

 特定の受益者はいない。 

 

(4) 効率性評価 

 上げる方法はない。事業費の大部分が解体工事費であり，解体に向け事業担当者が必要であり，

他の業務を兼務して対応していることから，人件費についても削減は難しい。 

 

４ 事務事業の改革案（Plan）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 概要（新しい総合計画体系における位置付け） 

総合計画 

体系（新） 
施策（方針） 生活環境の保全 コード 10 

小施策（推進項目） 環境衛生の確保 コード 10-1 

 

(2) 改革改善の方向性 

 国の交付金を活用するためには，解体跡地に新たな循環型社会推進関連施設を建設する必要が

あるが，地元住民の理解を得ることは容易ではない。また，市の厳しい財政事情から，一般財源

だけで施設全体を解体することは難しい。なお，収集基地の老朽化や資源物の分別作業に係る更

なる効率化等を図るため，廃棄物処理施設の配置転換等の整備構想を策定する。 

 

(3) 改革改善に向けて想定される問題点及びその克服方法 

 旧施設全体の解体事業を実施するために，現行の交付金制度を活用できる施設で，地元住民が

受け入れうる施設の検討を行う。また，現在収集基地として使用している両施設が老朽化してい

ることから，施設の在り方も含めた，交付金の活用事例も視野に入れた情報収集を行う。 

今後，解体の必要性を理解してもらい，予算の確保を目指す。 

 

５ 課長意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 今後の方向性 

■ 現状維持（従来どおりで特に改革改善をしない） 

□ 改革改善を行う（事業の統廃合・連携を含む） 

□ 終了・廃止・休止 

 

(2) 全体総括・今後の改革改善の内容 

 施設の老朽化が進んでいる状況にあるものの，財源（交付金）の確保のため，平成 23 年 10 月

に策定した「盛岡地域廃棄物処理施設整備方針」及び，平成 26年 1月に政策形成推進会議で説明

した「盛岡地域廃棄物処理施設整備事業」に組み入れて，廃棄物関係施設全体の整備計画の中で

解体を進めようとしているものである。 

 しかしながら，交付金を活用し解体後の跡地に清掃関連施設を整備することは，地域住民の合

意に時間を要することが考えられるので，起債を活用して早期に解体を実施することも改めて検

討することとする。 

事業の妥当性 組織マネジメント 


